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ア
イ
ヌ
民
族
の
先
住
民
族
と
し
て
の
権
利
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

前
回
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
六
六
第
二
号
）
を
踏
ま
え
、
追
加
質
問
す
る
。

一

先
住
民
族
が
享
有
す
る
権
利
に
つ
い
て
、
国
際
条
約
で
い
か
な
る
内
容
が
定
め
ら
れ
て
い
る
か
。

二

国
際
的
に
ア
イ
ヌ
民
族
は
日
本
の
先
住
民
族
で
あ
る
と
の
見
方
が
定
着
し
て
い
る
と
思
料
す
る
が
、
外
務
省
の
認
識
如

何
。

三

十
九
世
紀
に
日
露
間
の
国
境
が
画
定
さ
れ
る
過
程
で
、
占
守
島
に
在
住
す
る
ア
イ
ヌ
民
族
に
対
し
て
日
本
政
府
が
と
っ
た

対
応
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
か
か
る
対
応
が
適
切
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

ア
イ
ヌ
民
族
の
先
住
民
族
と
し
て
の
権
利
を
確
立
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。


